
議案第７号 

 

小城市教育委員会バスの管理及び使用に関する規程の一部 

を改正する訓令 

 

小城市教育委員会バスの管理及び使用に関する規程（平成 22 年小城

市教育委員会訓令第５号）の一部を改正する訓令を別紙のとおり提出す

る。 

 

令和３年５月 27 日提出 

 

小城市教育委員会 教育長 大野 敬一郎      

 

提案理由 

三日月幼稚園の通園バス廃止に伴い、各園のバスの利用可能時間を

変更し、使用者に認定こども園を追加するため、また権限を整理する

ため、本規程を改正するものである。 

これが、本議案を提出する理由である。 



小城市教育委員会訓令第 号 

 

小城市教育委員会バスの管理及び使用に関する規程の一部 

を改正する訓令 

 

小城市教育委員会バスの管理及び使用に関する規程（平成 22 年小城

市教育委員会訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３条第１号中「保育園及び幼稚園等」を「市内の保育所、幼稚園又

は認定こども園等」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 保育園、幼稚園又は認定こども園等の定期的な行事での利用は、許

可しない。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、その限りでな

い。 

第４条中「、通園バス運行時間以外とし」を削り、「午前 10 時から午

後１時まで」を「午前９時から午後３時まで」に改める。 

第６条中「市長」を「教育長」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 

  



様式第１号（第５条関係） 

教 育 委 員 会 バ ス の 使 用 許 可 申 請 書 
係 係 長 副課長 課 長 

決 

裁 
     

                            年  月  日   

小城市教育長       様 

                         住 所 

                         施設名 

代表者名 

 次のとおり教育委員会バスを使用したいので、許可くださるよう申請します。 

使用責任者 

施設名  

職 名  

氏 名  

使用期間 
     年  月  日（ ）  時  分から 

     年  月  日（ ）  時  分まで  

使用目的    

乗車人員 
幼児２・３・４・５歳児    人   引率   人 

※幼児定員＝（42 人－大人）×1.5  

運行経路 

（別紙提出

可） 

          出発  ：   

          着   ：    ⇒  出発  ：   

          着   ：  

運行距離                ｋｍ 

注意事項 

１ 送迎が原則であること（車内は、酒類持込みを禁止し、か

つ、禁煙とする。）。 

２ 利用者は、市内の保育所・幼稚園・認定こども園等の幼児・

引率者とする。 

備  考   

 

 



様式第２号（第５条関係）を次のように改める。 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

教 育 委 員 会 バ ス の 使 用 許 可 書 
 

                            年  月  日 

住 所 

施設名 

代表者名       様 

 

        小城市教育長        

  

次のとおり教育委員会バスの使用を許可する。 

使用責任者 

施設名    

職 名  

氏 名  

使用期間 
     年  月  日（ ）  時  分から 

     年  月  日（ ）  時  分まで  

使用目的    

乗車人員 

幼児２・３・４・５歳児   人  引率   人 

（大人換算     人） 

※幼児定員＝（42 人－大人）×1.5 

運行経路 

（別紙提出

可） 

      出発  ：   

       着  ：  ⇒  出発  ：   

       着  ：  

運行距離                ｋｍ 

注意事項 

１ 送迎が原則であること（車内は、酒類持込みを禁止し、か

つ、禁煙とする。）。 

２ 自動車事故については、直ちに報告すること。 

備  考  

 



附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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 小
城
市
教
育
委
員
会
バ
ス
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成

2
2
年
小
城
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
５
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
案

 

 
（
使
用
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
バ
ス
は
、
幼
児
教
育
及
び
保
育
の
目
的
の
た
め
使
用
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
原
則
と
し
て
乗
車
人
員
が
10
人
以
上
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
教
育
長

が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(１

) 
保
育
園
及
び
幼
稚
園
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
関
係
者
が
使
用

を
必
要
と
す
る
と
き
。
 

 
(２

) 
原
則
と
し
て
小
城
市
内
を
使
用
場
所
と
す
る
。
 

    
（
使
用
時
間
）
 

第
４
条
 
バ
ス
の
使
用
時
間
は
、
通
園
バ
ス
運
行
時
間
以
外
と
し
、
原
則
と
し

て
午
前
10
時
か
ら
午
後
１
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
長
が
特
に
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
使
用
制
限
）
 

第
６
条
 
市
長
 
は
、
バ
ス
の
使
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(１

)～
(４

）
 
（
略
）
 

 

 
（
使
用
の
範
囲
）
 

第
３
条
 
バ
ス
は
、
幼
児
教
育
及
び
保
育
の
目
的
の
た
め
使
用
す
る
場
合
で
あ

っ
て
、
原
則
と
し
て
乗
車
人
員
が
1
0人

以
上
、
か
つ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
教
育
長

が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(１

) 
市
内
の
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
等
の
関
係
者
が
使
用

を
必
要
と
す
る
と
き
。
 

 
(２

) 
原
則
と
し
て
小
城
市
内
を
使
用
場
所
と
す
る
。
 

２
 
保
育
所
、幼

稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
等
の
定
期
的
な
行
事
で
の
利
用
は
、

許
可
し
な
い
。
た
だ
し
、
教
育
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
限

り
で
な
い
。
 

 
（
使
用
時
間
）

 

第
４
条
 
バ
ス
の
使
用
時
間
は
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
、
原
則
と
し

て
午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
長
が
特
に
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
（
使
用
制
限
）

 

第
６
条
 
教
育
長
は
、
バ
ス
の
使
用
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
そ
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
(１

)～
(４

) 
（
略
）
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様
式
第
１
号
（
第
５
条
第
１
項
関
係
）
 
 

 

教
育

委
員

会
バ

ス
の

使
用

許
可

申
請

書
 

係
 

係
長

 
副
課
長

 
課
長

 
決

 

 裁
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

保
育
幼
稚
園
課
長
 
 
 
様

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施
設
名

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞

 

 
次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
バ
ス
を
使
用
し
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
申
請
し

ま
す
。

 

使
用
責
任
者

 
職
 
名

 
 

氏
 
名

 
 

使
用
期
間

 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
か
ら

 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
ま
で

 
 

使
用
目
的

 
 
 

 

乗
車
人
員

 
 

使
用
バ
ス

 

 
要
望
す
る
番
号
に
○
を
記
入
く
だ
さ
い
。

 

１
．
課
バ
ス
 
幼
児
定
員
＝
（

4
2
人
－
大
人
）
×

1
.5
幼
児
数

 

２
．
三
日
月
バ
ス
 
 
大
人

3
人
＋
幼
児

5
1
人

 

３
．
芦
刈
バ
ス
 
 
 
大
人

4
人
＋
幼
児

1
8
人

 

様
式
第
１
号
（
第
５
条
関
係
）
 
 

 

教
育

委
員

会
バ

ス
の

使
用

許
可

申
請

書
 

係
 

係
長

 
副
課
長

 
課
長

 
決

 

 裁
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

小
城
市
教
育
長
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施
設
名

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
バ
ス
を
使
用
し
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
申
請
し
ま

す
。

 

使
用
責
任
者

 

施
設
名

 
 

職
 
名

 
 

氏
 
名

 
 

使
用
期
間

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
か
ら

 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
ま
で

 
 

使
用
目
的

 
 
 

 

乗
車
人
員

 
 
幼
児
２
・
３
・
４
・
５
歳
児

 
 
 
 
人
 
 
 
引
率
 
 
 
人

 

※
幼
児
定
員
＝
（

4
2
人
－
大
人
）
×

1
.5

 

運
行
経
路

 

（
別
紙
提
出

 
 
 
 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
着
 
 
 
：
 
 
 
 
⇒
 
 
出
発
 
 
：
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運
行
経
路

 

（
別
紙
提
出

可
）

 

 
【
別
紙
の
と
お
り
】

 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
 
着
 
：
 
 
⇒
 
 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
 
着
 
：
 

 

運
行
距
離

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋ
ｍ

 

注
意
事
項

 

１
 
送
迎
が
原
則
で
あ
る
こ
と
（
車
内
は
、
酒
類
持
込
み
を
禁
止
し
、

か
つ
、
禁
煙
と
す
る
。）
。

 

２
 
利
用
者
は
、
市
内
の
保
育
園
・
幼
稚
園
・
認
可
外
保
育
施
設
の

幼
児
・
引
率
者
と
す
る
。

 

備
 
 
考

 
 

             

可
）

 
 
 
 
 
 
着
 
 
 
：

 
 

運
行
距
離

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋ
ｍ

 

注
意
事
項

 

１
 
送
迎
が
原
則
で
あ
る
こ
と
（
車
内
は
、
酒
類
持
込
み
を
禁
止
し
、

か
つ
、
禁
煙
と
す
る
。）
。

 

２
 
利
用
者
は
、
市
内
の
保
育
所
・
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
等
の

幼
児
・
引
率
者
と
す
る
。

 

備
 
 
考
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様
式
第
２
号
（
第
５
条
第
２
項
関
係
）

 

教
育

委
員

会
バ

ス
の

使
用

許
可

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

住
 
所

 

施
設
名

 

代
表
者
名

 
 
 
 
 
 
 
様

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
育
幼
稚
園
課
長

 
 
 
 
 
 
 
㊞

 

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
バ
ス
の
使
用
を
許
可
し
ま
す
。

 

使
用
責
任
者

 
職
 
名

 
 

氏
 
名

 
 

使
用
期
間

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
か
ら

 

 
 
 
 
 
年
 
 
月

 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
ま
で

 
 

使
用
目
的

 
 
 

 

乗
車
人
員

 
 

使
用
バ
ス

 

 
要
望
す
る
番
号
に
○
を
記
入
く
だ
さ
い
。

 

１
．
課
バ
ス

 
幼
児
定
員
＝
（

4
2
人
－
大
人
）
×

1
.5
幼
児
数

 

２
．
三
日
月
バ
ス
 
 
大
人

3
人
＋
幼
児

5
1
人

 

３
．
芦
刈
バ
ス
 
 
 
大
人

4
人
＋
幼
児

1
8
人

 

運
行
経
路

 

（
別
紙
提
出

可
）

 

 
【
別
紙
の
と
お
り
】

 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
着
 
 
 
：

 
 
 
 
⇒
 
 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
着
 
 
 
：

 
 

運
行
距
離

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋ
ｍ

 

様
式
第
２
号
（
第
５
条
関
係
）

 

教
育

委
員

会
バ

ス
の

使
用

許
可

書
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

 

住
 
所

 

施
設
名

 

代
表
者
名
 
 
 
 
 
 
 
様

 

 
 
 
 
 
 
小
城
市
教
育
長

 

 
次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
バ
ス
の
使
用
を
許
可
す
る
。

 

使
用
責
任
者

 

施
設
名

 
 
 

 

職
 
名

 
 

氏
 
名

 
 

使
用
期
間

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
か
ら

 

 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
）
 
 
時
 
 
分
ま
で

 
 

使
用
目
的

 
 
 

 

乗
車
人
員

 

幼
児
２
・
３
・
４
・
５
歳
児

 
 
 
 
人
 
 
 
引
率
 
 
 
人

 

（
大
人
換
算
 
 
 
 
 
人
）

 

※
幼
児
定
員
＝
（

4
2
人
－
大
人
）
×

1
.5

 

運
行
経
路

 

（
別
紙
提
出

可
）

 

 
 
 
 
 
 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
 
 
着
 
 
 
：
 
 
 
⇒
 
 
出
発
 
 
：
 
 

 

 
 
 
 
 
 
着
 
 
 
：
 

 

運
行
距
離

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ｋ
ｍ
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注
意
事
項

 

１
 
送
迎
が
原
則
で
あ
る
こ
と
（
車
内
は
、
酒
類
持
込
み
を
禁

止
し
、
か
つ
、
禁
煙
と
す
る
。）
。

 

２
 
利
用
者
は
、
市
内
の
保
育
園
・
幼
稚
園
・
認
可
外
保
育
施

設
の
幼
児
・
引
率
者
と
す
る
。

 

備
 

 
考

 
 

 

注
意
事
項

 

１
 
送
迎
が
原
則
で
あ
る
こ
と
（
車
内
は
、
酒
類
持
込
み
を
禁
止

し
、
か
つ
、
禁
煙
と
す
る
。）
。

 

２
 
自
動
車
事
故
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

備
 
 
考

 
 

  

 
 

 


